
会 則 

                      ２００７年 ６月 １日 制定 

                     ２０２４年 ２月 １日 改正 

 

第１条 名称 

 本会の名称を「かすやねこ」とする。 

 

第２条 目的 

 本会は、飼い主のいない駕与丁公園の猫たちの命を守るため「動物の愛護及び管理に関する法律」 

の精神にのっとり、行政機関と共同し「人と猫とが共生できる地域づくり」に貢献することを目的とする。 

 

第３条 事業 

 本会はその目的を達成するために次の活動を行う。 

 １．のら猫を地域猫と位置づけるための活動 

 ２．常備薬を用いた医療活動 

 ３．里親捜しに関する活動 

 ４．関係機関への協力要請及び調整 

 ５．その他本会の目的達成に必要な活動 

 

第４条 入会 

会員として入会しようとする場合は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。 

 

第５条 会員と会費 

 １．会員はこの会の目的に賛同し、会費を支払った個人及び団体とする。 

 ２．会費は、 

  正会員（所属あり）  年額 ６０００円  議決権あり 

  賛助会員（所属なし） 年額 ３０００円  議決権なし 

  準会員（所属あり）  年額 無料  議決権なし 

３．本会の会員は、会の趣旨に賛同し地域猫活動に対して理解を深めるよう努めなければならない。 

 

第６条 退会 

会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。 

２ 会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 

（１）本人が死亡したとき。 

（２）会費を１年以上納入しないとき。 

 

第７条 役員 

 １．この会に次の役員を置く。 

代表  １名 

副代表  １名 

運営委員 若干名 

会計  １名 

監査  １名 

役員の任期は１年とする｡ただし､再選を妨げない。 

 



第８条 総会 

本会の総会は正会員を持って構成し、年に１回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨 

時に開催できるものとする。 

２ 総会は以下の事項について議決する 

（１）会則の変更 

（２）解散 

（３）事業の変更 

（４）事業報告及び収支決算報告 

（５）役員の選任または解任 

（６）その他会の運営に関する重要事項 

３ 総会は、正会員の過半数の主席がなければ、開催することができない。 

４ 決定は、出席者過半数賛成を必要とする。 

 

第９条 議事録 

総会の議事については、議事録を作成する。 

 

第１０条 役員会 

役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。 

２ 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執 

行に関し議決する。 

 

第１１条 事業報告書及び決算 

代表は、毎年、事業終了後３か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認 

を得なければならない。 

 

第１２条 会計 

本会の活動は会費、寄付金、事業その他の収入をもって充てる。 

また、支出は医療費及び活動上必要とされる費用とし、事前に役員の許可をとり使用する。 

 

第１３条 事業年度 

 本会の事業年度は、１月１日に始まり、同年１２月３１日までとする。 

 

第１４条 解散 

本会が解散等により清算するときに有する残余財産、会員総会決議により、国若しく地方公共 

団体又公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法律第５条１７号に掲げる法人に贈与 

するもとする。 

 

第１５条 余剰金 

本会余剰金分配を行わない。 

 

第１６条 事務所 

本会事務所は代表宅に置く。 

 

 

附則 

1. 会員が飼育する猫の不妊去勢手術補助金制度に関する規定 



l 正会員および賛助会員に不妊去勢手術補助金を支出する 

l サポータは対象外とする。 

l 一人当たり年度内 3 頭を上限とし、メス 1 頭 3000円、オス 1 頭 2000円を支出する 

l 手術実施日は会員期間内であること 

l 所定用紙の提出期限は実施日の翌月内であること 

l 申請受理後 2 週間以内に支払う 

 

 

本会則は２０２４年２月１日より実施する。 


